
 

特殊車両通行許可申請書類作成要領（簡易版）の改訂のお知らせ 

 
標記について、特殊車両通行許可申請電子申請書作成ｼｽﾃﾑＶer.6.0 の disc2 ﾌｫﾙﾀﾞｰに収録しています。 
 変更前（平成 20 年 2 月） 変更後（平成 22 年 4 月） 

許
可
期
間
２
ヵ
年
に
伴
う
変
更
（Ｐ
８
・Ｐ
３
７
） 

許可期間と事業区分説明表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書類の通行期間の記入例 

 

 

 

通行開始日 平成１７年 ２月 １日 

通行終了日 平成１８年 １月３１日 

許可期間と事業区分説明表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書類の通行期間の記入例 

 

 

通行開始日 平成２２年 ４月 １日 

通行終了日 平成２４年 ３月３１日 

特
殊
車
両
制
限
令
用
地
図
の
差
し
替
え
（Ｐ
２
３
・Ｐ
２
４
・Ｐ
４
０
・Ｐ
５
０
） 

通行経路図の作成方法の説明 

①縮尺は原則として３０万分の１の地図を使用しま

す。ただし、通行経路の中間部分が明示できる場

合は、３０万分の１未満の縮尺の地図（例えば２１

０万分の１）を使用することができます。また、３０

万分の１の地図で経路が明示できない場合は、３

０万分の１を超える縮尺の地図（例えば、５万分の

１）等を使用します。 

⑤「特殊車両オンラインシステム」にて作成した通行

経路図や（財）日本道路交通情報センター発行

の「道路地図車両制限令用」など特殊車両通行

許可申請用として製作された地図に限ります。 

 

通行経路図の作成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通行経路図の作成方法の説明 

①道路情報便覧付図表示システムを使用した地図を

原則として使用します。 

→特殊な車両の通行を選択するときに使用する地

図で、道路情報便覧をもとに作成されているもの

です。CD-ROM に収録されており、国の機関で

配布しています。 

（（追記） 

 なお、原則３０万分の１の地図を使用することとされ

ていますが、経路延長によっては他の縮尺（縮尺が大

又は小）でも可能です。 

⑤削除 

 

通行経路図の作成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




